
（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等）

第45条 前条第１項から第３項までの規定による特別徴収に係る町民税の特別

徴収義務者は、当該年度の初日において同条第１項の納税義務者に対して給

与の支払をする者（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあ

るものを含む。以下同じ。）（他の市町村内において給与の支払をする者を

含む。以下同じ。）で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所

得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第５項の規定による特別

徴収に係る町民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新た

に給与の支払をする者となった者とする。

２ 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が２以上ある場合におい

て各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、町長

が定めるところによる。


